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特別定額給付金給付事業の実施状況について

１ 事業概要

（１）対象者

基準日（令和２年４月２７日）において、住民基本台帳に記録されている

すべての方（外国人登録を含む）

（２）支給額

給付対象者一人につき、１０万円

（３）申請者及び受給権者

申請者、受給権者ともその方が属する世帯の世帯主

２ 申請方法

（１）郵送申請

区が郵送する特別定額給付金申請書に必要事項を記入し、本人確認書類と

振込口座の写しを添えて、付属の返送用封筒で区に郵送する。なお、やむを

得ない場合に限り、窓口における申請を受け付ける。

（２）オンライン申請

マイナンバーカード所持者（世帯主に限る）がポータルサイト「マイナポ

ータル」の申請画面から必要事項を入力の上、申請する。

３ 申請受付期間

（１）オンライン申請

５月８日午前８時３０分～８月１８日

（２）郵送申請

５月１８日～８月１８日（当日消印有効）

４ 支給方法及び開始時期

原則として口座振替にて行うものとし、５月下旬から支給を開始している。

なお、口座を持たないなどのやむを得ない場合に限り、現金により支給す

る。

５ 処理状況

（１）申請書送付件数

２０９，５４１件

（２）申請書受付件数（５月３１日受付分まで）



①オンライン申請分 １１，１８８件

②郵送申請分 １１８，３６５件 合計 １２９，５５３件

（３）支給決定数（５月２９日決定分まで）

２９，７６２件

（４）支給決定額（５月２９日決定分まで）

５，３２０，６００，０００円

６ 問い合わせ対応

（１）コールセンター ５月１１日～８月３１日

（２）区役所相談窓口 ５月１８日～８月１８日


